
名　称

所在地

（　　　　　　　）

１５０円 ７５円 ３５円

人 人 人

円 円 円

区分
日

1 人 人 人 人 人 人 人
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8
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31

計 人 人 人 人 人 人 人

税率 150円 75円 75円 35円

税額 円 円 円 円

　　　　　　　　　　　　　　　　　入湯税納入申告書　　　　　　　　　　年　　　　　月分

　　　雫石町税条例第130条第3項の規定により、上記のとおり入湯税の納入について申告いたします。

普　　通　　　・　　　自　　炊　　　・　　　普 通 兼 自 炊　　　・　　　日 帰 り

税　額　合　計

円

　この申告に応答する
　係・氏名・電話番号

営業所

営　業　の　種　類

食 事 提 供 な し

入　湯　税　申　告　明　細　書

課　税　免　除　者　数

営業主の住所氏名

税　　　　　　　　　　率

課税標準(延入湯客数)

税　　　　　　　　　　額

食 事 提 供 有 り

　　 雫　石　町　長　殿

令和　　　年　　　月　　　日

住　所

氏　名　　　　　　　　特別徴収義務者　

申告納入期限（毎月分翌月15日まで）を厳守してください。

税額合計 円

宿　泊 日　帰 宿　泊 日　帰
条例第127条
第1号該当の
小学生以下

条例127条
第2号該当の
学生・生徒等

条例第127条
第4号該当の
長期湯治者


